
飲食店等営業に係る不当な勧誘、料金の取立て等の防止に関する条例施行規則

平成１４年８月９日

宮城県公安委員会規則第９号

飲食店等営業に係る不当な勧誘、料金の取立て等の防止に関する条例施行規則を次のよ

うに定める。

飲食店等営業に係る不当な勧誘、料金の取立て等の防止に関する条例施行規則

（趣旨）

第１条 この規則は、飲食店等営業に係る不当な勧誘、料金の取立て等の防止に関する条

例（平成１４年宮城県条例第４３号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項

を定めるものとする。

（区域の指定）

第２条 条例第２条の規定により区域を指定する場合は、告示するものとする。

２ 指定した区域について、その指定の必要がなくなったと認める場合は、当該指定を解

除し、その旨を告示するものとする。

（料金等の表示方法）

第３条 条例第３条の規定による営業に係る料金及び違約金等の内容（以下「料金等」と

いう。）の表示は、次の各号のいずれかの方法によるものとする。

⑴ 壁、ドア、ついたてその他これらに類するものに料金等を表示した書面その他の物

（以下「料金表」という。）を客に見やすいように掲げること。

⑵ 客席又は個室等に料金表を客に見やすいように備えること。

⑶ 前２号に掲げるもののほか、注文前に料金表を客に見やすいように示すこと。

（通知）

第４条 条例第７条の３の規定による通知は、通知書（別記様式第１号）を交付して行う

ものとする。

（指示）

第５条 条例第９条の規定による指示は、指示書（別記様式第２号）を交付して行うもの

とする。

（営業の停止）

第６条 条例第１０条の規定による営業の停止の命令は、営業停止命令書（別記様式第３

号）を交付して行うものとする。

（標章のはり付け）

第７条 条例第１１条第１項の規定による標章のはり付けは、条例第１０条の規定による

営業の停止を命じた後速やかに、標章（別記様式第４号）をはり付けて行うものとする

。

（標章除去申請手続）

第８条 条例第１１条第２項の規定により公安委員会に対して標章を取り除くべきことを

申請する場合は、標章除去申請書（別記様式第５号）を営業所の所在地を管轄する警察

署長に提出して行うものとする。

２ 前項の標章除去申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

⑴ 条例第１１条第２項第１号に掲げる事由がある場合において、当該施設を用いて営



もうとする営業その他当該施設に係る用途について法令の規定により行政庁の許可そ

の他の処分を受けなければならないこととされているときにあっては、当該処分を受

けたことを証明する書類

⑵ 条例第１１条第２項第２号に掲げる事由がある場合において、当該取壊しについて

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第１５条第１項の規定により届出をしなけ

ればならないこととされているときにあっては、当該届出をしたことを証明する書類

⑶ 条例第１１条第２項第３号に掲げる事由がある場合において、当該増築又は改築に

ついて建築基準法第６条第１項の規定による確認を受けたことを証明する書類

（準用規定）

第９条 前条第１項の規定は、条例第１１条第３項の規定により標章を取り除くべきこと

を申請する場合について準用する。

２ 前項において準用する前条第１項の標章除去申請書には、次に掲げる書類を添付しな

ければならない。

⑴ 住民票の写し

⑵ 申請を行おうとする者が法人である場合にあっては、登記簿の謄本

⑶ 申請に係る施設の登記簿の謄本

⑷ 申請に係る施設の使用について正当な権原を有することを証明する書類

⑸ 処分の期間における施設の使用に関し、当該申請を行おうとする者と処分を受けた

者との法律関係を明らかにする書類（当該期間において処分を受けた者に当該施設を

使用させない旨を誓約する標章除去申請書の書面を含む。）

（飲食店営業の停止の通知）

第１０条 条例第１３条の規定による飲食店営業の停止の通知は、飲食店営業の営業停止

に関する通知書（別記様式第６号）により行うものとする。

（身分証明書）

第１１条 条例第１４条第３項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書（別記様式第

７号）とする。

附 則

この規則は、平成１４年９月１日から施行する。

附 則（平成１９年４月６日公安委員会規則第７号）

この規則は、平成１９年５月１日から施行する。

附 則（平成２４年７月６日公安委員会規則第４号）

この規則は、平成２４年７月９日から施行する。

附 則（平成２８年３月３１日公安委員会規則第４号）

この規則は、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）の施行の日（平成２８年４月

１日）から施行する。

附 則（平成２８年１０月１４日公安委員会規則第１４号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（令和元年９月２７日公安委員会規則第１０号）

（施行期日）



１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この規則による改正前の宮城県警察国有物品管理規則、特例施設占有者の指定等に関

する規則、宮城県公安委員会審査請求手続規則、質屋営業法施行細則、古物営業法施行

細則、探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく探偵業者への監督等に関する規則、

警備業法施行細則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行細則、銃砲

刀剣類所持等取締法施行細則、青少年による性風俗関連特殊営業の利用を助長する行為

等の規制に関する条例施行規則、飲食店等営業に係る不当な勧誘、料金の取立て等の防

止に関する条例施行規則、迷惑行為防止条例施行規則及び宮城県公安委員会関係自動車

運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則に規定する様式による書面については

、この規則による改正後のこれらの規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なお

これを使用することができる。

附 則（令和３年３月３０日公安委員会規則第３号）

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この規則による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されて

いる書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

３ 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。



別記様式第１号（第４条関係）

宮公委第 号

年 月 日

通 知 書

住所

氏名又は名称 殿

（法人にあっては、更に代表者の氏名）

宮城県公安委員会 印

飲食店等営業に係る不当な勧誘、料金の取立て等の防止に関する条例（平成１

４年宮城県条例第４３号。以下「条例」という ）第２条の規定に基づく指定区。

域内（裏面参照）である仙台市

において貴殿が提供する建物（ ）

が 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例（昭和５９年、

宮城県条例第３０号）第１１条第１号の規定により営むことが禁止された風俗営

業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号。以下

「 」 。） 」 、風適法 という 第２条第６項第２号の営業 の用に供されたことについて

条例第７条の３の規定により通知するので、今後、下記の措置を講ずるよう努め

て下さい。

記

１ 上記、建物（ ）について、契約の解除等の適

切な措置を講ずること。

、 （ 。 。）２ 裏面に記載の区域内に 自己が所有する建物 建物の一部を含む 以下同じ

又はその使用について正当な権原を持つ建物がある場合について、当該建物の

提供（継続的なものに限る。以下同じ ）に係る契約に際しては、その相手方。

に当該建物を風適法第２条第６項第２号の営業の用に供しない旨を約させるこ

と。

３ ２の建物の提供に係る契約において、当該建物が風適法第２条第６項第２号

の営業の用に供された場合には、当該契約を解除することができる旨を定める

こと。

取 扱 者

（表）



飲食店等営業に係る不当な勧誘、料金の取立て等の防止に関する条例

に基づく区域の指定（平成１４年８月２日）

、 、 、 、仙台市青葉区 国分町一丁目 国分町二丁目 国分町三丁目 一番町一丁目

一番町二丁目、一番町三丁目、一番町四丁目、立町、春日町、

大町一丁目、大町二丁目、中央一丁目、中央二丁目、中央三丁

目、中央四丁目、花京院一丁目

仙台市宮城野区 榴岡一丁目、榴岡二丁目

（裏）（裏）



別記様式第２号（第５条関係）

宮 公 委 第 号

年 月 日

氏名又は商号 殿

（法人にあっては、さらに代表者の氏名）

宮城県公安委員会 印

指 示 書

飲食店等営業に係る不当な勧誘、料金の取立て等の防止に関する条例（平成１４年宮城

県条例第４３号）第９条第 項の規定により、下記のとおり指示する。

記

営業所の名称

営 業 所 の

所 在 地

指 示 事 項

指 示 理 由

履 行 期 間 年 月 日から 年 月 日までの間

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。



１ この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算

して３か月以内に、宮城県公安委員会に対して審査請求をすることができます（な

お、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、

この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなく

なります 。。）

２ この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か

月以内に、宮城県を被告として（訴訟において宮城県を代表する者は、宮城県公安

委員会となります 処分の取消しの訴えを提起することができます なお この処。）、 （ 、

分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この処分の

日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができ

なくなります ただし 上記１の審査請求をした場合には 当該審査請求に対する。）。 、 、

裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、処分の取消しの訴

えを提起することができます（なお、この場合においても、当該審査請求に対する

裁決の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起すること

ができなくなります 。。）



別記様式第３号（第６条関係）

宮 公 委 第 号

年 月 日

氏名又は商号 殿

（法人にあっては、さらに代表者の氏名）

宮城県公安委員会 印

営 業 停 止 命 令 書

飲食店等営業に係る不当な勧誘、料金の取立て等の防止に関する条例（平成１４年宮城

県条例第４３号）第１０条第 項の規定により、下記のとおり営業の停止を命ずる。

記

営業所の名称

営 業 所 の

所 在 地

年 月 日から 年 月 日まで
営業停止期間

日間

命令の理由

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。



１ この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算

して３か月以内に、宮城県公安委員会に対して審査請求をすることができます（な

お、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、

この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなく

なります 。。）

２ この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か

月以内に、宮城県を被告として（訴訟において宮城県を代表する者は、宮城県公安

委員会となります 処分の取消しの訴えを提起することができます なお この処。）、 （ 、

分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この処分の

日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができ

なくなります ただし 上記１の審査請求をした場合には 当該審査請求に対する。）。 、 、

裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、処分の取消しの訴

えを提起することができます（なお、この場合においても、当該審査請求に対する

裁決の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起すること

ができなくなります 。。）



別記様式第４号（第７条関係）

営 業

停 止
営 業 所 名飲食店等営業に係る不当な

ル勧誘、料金の取立て等の防

ト止に関する条例（平成１４ 所 在 地

ー年宮城県条例第４３号）第

メ１０条 項の規定により営

リ業停止となる営業所 氏名又は名称

ミ
０年 月 日から

２営 業 停 止 期 間 日間

４年 月 日まで

宮城県公安委員会
この標章を破壊し、若しくは汚損した者又は上記期間中に取り除いた者は、

飲食店等営業に係る不当な勧誘、料金の取立て等の防止に関する条例第１６条

第３項第１号の規定により処罰されます。

２９７ミリメートル

備考 １ 色彩は「営業停止」の文字を青色、その他の文字及び表を黒色並びに地を白

色とする。

２ 標章の材料は、容易に劣化しないものとし、塗料は耐光性のものを用いるも

のとする。

３ 裏面には、容易にはがれない接着剤を塗布する。



別記様式第５号（第８条、第９条関係）

受理年月日 受理番号 除去年月日

標 章 除 去 申 請 書

飲食店等営業に係る不当な勧誘、料金の取立て等の防止に関する条例（平成１４年

宮城県条例第４３号）第１１条第２項の規定により標章の取り除きを申請します。

年 月 日

宮城県公安委員会 殿

申請者

住 所

氏名又は名称

（法人にあっては、さらに代表者の氏名）

（ふ り が な）

氏 名 又 は 名 称

住 所

（ふ り が な）

法人にあっては、

代 表 者 の 氏 名

被処分者の氏名又

は名称及び住所

処分に係る営業所

の名称及び所在地

営 業 停 止 期 間 年 月 日から 年 月 日まで

申 請 理 由

注：太枠内は、記入しないこと。



別記様式第６号（第１０条関係）

宮 公 委 第 号

年 月 日

殿

宮城県公安委員会

飲食店営業の営業停止に関する通知書

飲食店等営業に係る不当な勧誘、料金の取立て等の防止に関する条例（平成１４年宮城

県条例第４３号）第１３条の規定により次のとおり通知する。

記

営業者の氏名又は名称

営 業 者 の 住 所

営 業 所 の 名 称

営 業 所 の 所 在 地

許 可 年 月 日

番 号 及 び 種 別

営 業 停 止 の 内 容

営 業 停 止 の 理 由

担当者



別記様式第７号（第１１条関係）

宮 第 号

ル身 分 証 明 書

ト
ー所 属

メ階 級

リ氏 名

ミ
４上記の者は、飲食店等営業に係る不当な勧誘、料金の取立て等の防止

５に関する条例（平成１４年宮城県条例第４３号）第１４条第２項の規定

により立入りを行う警察職員であることを証明する。

年 月 日
宮城県公安委員会 印

８５ミリメートル


